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第１章 調査概要 

１ 調査の概要 

（1）調査の対象 

調査対象は、射水市に居住する 18 歳以上の住民とし、無作為抽出による 1,000 人を対象とし

た。 

  

（2）抽出方法 

アンケートの対象者の抽出は、射水市に在住する 18歳～79歳を対象に男女構成比、年齢 10歳

階級構成比により抽出した。 

 

（3）調査実施期間 

令和７年９月８日～９月３０日 

 

（4）配布・回収方法 

無作為抽出した住民に対し、郵送にて調査協力依頼状、調査票を配布し、郵送による回答また

はインターネット回答（調査票に URL,QRコード記載）にて回収を行った。 

配布した 1,000人のうち 437人より回答（郵送 310人、インターネット回答 127人）があり、

回収率は 43.7％である。 

 

（5）集計 

集計にあたっては、それぞれの設問に対して回収数を母数とし、「Ｎ＝」または（ ）内に表

記した。また、集計表の構成比は四捨五入しているため、合計が 100にならない場合がある。 

なお、各属性でみた場合に、回収数が 10未満の属性は分析対象から外している。 

 

【参考】 

※各設問の文末にある記号は、以下の回答方法を示す。 

ＳＡ：選択肢の中から１つだけ選択していただく設問 

ＭＡ：選択肢の中から複数選択していただく設問 

ＦＡ：自由に記述していただく設問 

 

※「前回調査」「富山県調査」「全国調査」との比較を行っている項目は、以下の調査結果を用い

ている。 

「前回調査」 

第２次射水市男女共同参画基本計画策定に係る市民意識調査（平成２７年９月実施） 

第２次射水市男女共同参画基本計画見直しに係る市民意識調査（令和２年７月実施） 

「富山県調査」 

富山県男女共同参画社会に関する意識調査（令和３年１１月実施） 

「全国調査」 

内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和６年９月実施）  
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２ 集計結果の要約 

（1）設問の概要 

各設問の概略は以下のようである。 

・「男女平等意識について」・・・家庭、職場等各８分野における男女平等意識を問う設問 

・「家庭生活・地域活動について」・・・家庭生活、地域生活における役割分担意識を問う設問 

・「就業・就労について」・・・職場における男女不平等の意識や働く上での障害を問う設問 

・「人権・多様性について」・・・家庭内暴力、性的マイノリティに関する設問 

・「子どもの教育について」・・・男女平等に関する子どもの教育方針を問う設問 

・「防災における男女共同参画について」・・・災害時の性別に配慮した対応について問う設問 

・「男女共同参画に関する施策について」・・・男女共同参画に関する施策に関する設問 

 

（2）集計結果の要約 

集計、分析により抽出された各設問に対する分析の結果を以下にまとめる。 

 

＜男女平等意識について＞ 

（問２）男女の地位の平等感について 

・全体的には依然として男性優遇に対する不平等感が強い。とりわけ政治、慣習・しきたり、社

会全体で男性優遇の意識が強い。一方で学校教育の場においては平等感が高い状況である。 

・経年的には男性優遇に対する不平等を感じる割合は減少傾向となっているが、平等を感じる割

合は分野によって差異がみられる。概ね平等を感じる割合は微増傾向だが、法律や制度、政治

の場においては低下している。 

・年齢別でみると概ね年齢が上がるにつれて、男性優遇を感じる割合は高くなる傾向である。 

 

＜家庭生活・地域活動について＞ 

（問３）家庭の仕事の役割について 

・家事一般では、「妻の役割」と答える割合が最も高かったのは食事の支度、洗濯、日常の買い

物の３項目で、「家族で分担する役割」が食事の後片付けと掃除の２項目となっている。経年

的にみると妻に役割が集中していた家事を家族でシェアしている状況がうかがえる。しかし、

年齢が上がるほど、「妻の役割」と回答する割合が増える傾向は変わっていない。 

・地域行事への参加や近所との付き合いでは、「夫婦で同程度の役割」の回答割合が最も高いが、

男性では「夫の役割」と答える割合が高くなっている。経年的には「夫の役割」の回答割合が

増加し、「妻の役割」では減少している。 

・子どもの世話や教育の役割では、「夫婦で同程度の役割」の回答割合が最も高くなっている。

経年的には「家族で分担する役割」の回答割合が増加傾向となっている。 

・高齢者や病身者の世話の役割においては、「家族で分担する役割」、「夫婦で同程度の役割」の

順で回答割合が高くなっている。経年的に妻の負担を夫婦や家族で分担する傾向となっている。 

 

（問４）「男は仕事、女は家庭を守る」の考え方について 

・性別役割分担の考え方については、『反対』が『賛成』を上回っている。男性より女性の方が

『反対』の回答割合は高くなっている。 

・賛成する理由では性別役割分担による効率性、反対する理由では家庭に関わることで個人や家

庭にとって良いとする回答割合がそれぞれ最も高くなっている。 
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（問５）生活の力点について 

・「仕事と家庭生活をともに優先」したいという希望に対し、現実は「仕事を優先」する傾向が

強くなっている。特に男性ではその傾向が顕著である。 

・前回と比較すると、希望については優先項目に家庭生活を含む回答割合が増えている一方、現

実についてはそこまで増えておらず、ワーク・ライフ・バランスを実現する難しさがうかがえ

る。 

 

（問６）男女がともに家事、育児、介護、地域活動に積極的に参加するため必要なこと 

・「男女とも育児・介護休業制度を利用しやすくする職場環境づくり」が求められている。 

・「男は仕事、女が家庭など、性別による分担意識の見直し」を挙げた割合が男性より女性の方

が多くなっている。 

・年齢が上がるにつれて「ホームヘルパーやデイサービスなどの公的介護制度の充実」と回答す

る割合も増える傾向である。 

 

（問７）女性の自治会長・町内会長が少ない現状を打破するための有効な改善策 

・「男性優位の組織運営やしきたり・慣習を改めること」の回答割合が半数を超えている。 

・男女で意識差が目立ったのは次点の回答で、男性は「女性自身が積極的に参画しようとするこ

と」、女性は「家族が協力して家事を分担し、女性が参画しやすいようにすること」となって

いる。 

 

＜就業・就労について＞ 

（問８）職場での男女の不平等感について 

・男性は「職種」、女性は「賃金・昇給、昇進・昇格」がそれぞれ最も不平等感を持つ項目とし

て挙がっている。男性より女性の方が不平等感を持っている状況がうかがえる。 

・不平等感については男性より女性の方が「あってもよい」と回答した項目が多い傾向である。 

 

（問９）女性が働くことについて 

・男女ともに、「結婚後も仕事を続け、出産後の育児休暇を取得した後に復職」することを望む

回答割合が最も高くなっており、経年的にもそのように希望する割合は増加している。 

 

（問 10）女性が働き続ける上での障害について 

・「家事、育児、介護の役割が女性に偏っていること」への回答割合が６割を超えている。女性

の方がそのように感じる回答割合が高く、男女間の意識差がみられる。 

 

（問 11）職場での育児休業、介護休業の取得の可能性について 

・育児休業制度・育児短時間勤務制度については、ともに半数以上が『制度あり』と回答してい

る。一方、育児休業制度では女性の利用が進んでいるが、男性では制度があっても「現時点で

は取得する予定はない」と回答する割合が女性より高い。 

・介護休業制度・介護の短時間勤務制度については、『制度あり』と回答した割合がともに半数

に届いていない。また、「制度があるかどうか分からない」との回答割合がともに２割を超え

ており、制度の整備に加えて周知を進める必要があるだろう。 

 

（問 12）育児休業、介護休業を取得するための制度の充実について 

・休業中の一定の給与補償と、休業明けの職場復帰補償への回答割合が高かった。 
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（問 13）今後増えた方が良い女性の職業・役職について 

・「国会議員、地方議会議員」「閣僚（国務大臣）、都道府県・市町村の首長」「企業の管理職」の

順に回答割合が高くなっている。 

・男女の意識差がみられたのは「自治会長、町内会長など」で、女性に比べ男性の回答割合が顕

著に高くなっている。 

 

＜人権・多様性について＞ 

（問 14）配偶者や恋人からの暴力について 

・『暴力を受けたことがある』と回答した割合は１割程度で、暴力を受けても「相談しなかった」

人は７割近くに上っている。 

・相談しなかった理由としては「相談しても無駄だと思ったから」「自分さえ我慢すれば、なん

とかこのままやっていけると思ったから」への回答割合が高くなっている。 

 

（問 15）暴力や差別をなくす方法について 

・「法律・制度の制定や見直しを行う」「犯罪の取り締まりを強化する」「被害者のための相談所

や保護施設を整備する」への回答が４割を超えている。 

・男女の意識差がみられたのは「捜査や裁判での担当者に女性を増やし、相談しやすくさせる」

で、女性からのニーズが高いことがうかがえる。 

 

（問 16）女性が抱えている悩みや困難について 

・女性を対象に悩みや困難を聞いたところ、「悩みや困難は抱えていない」との回答が半数を超

えている。 

・具体的な悩みや困難の内容としては、「離婚問題・家庭不和」のみ１割を超えている。 

 

（問 17）性的マイノリティの認知度について 

・性的マイノリティの認知度は「言葉も内容も知っている」が半数以上を占め、言葉のみの認知

も含めると８割を超える認知度である。 

 

（問 18）性的マイノリティの支援の取組について 

・「学校や企業における理解促進や啓発活動」、「誰もが働きやすい職場環境づくりの取組」への

回答割合が高くなっている。 

 

＜子どもの教育について＞ 

（問 19）小中学生に対して、人権尊重や男女平等の意識を育成するために重要なこと 

・「学校における、学級活動や児童会・生徒会活動、クラブ活動等の役割分担について、男女を

問わず、児童・生徒個人の希望や能力・適性を重視して行う」ことが望まれている。 

 

＜防災における男女共同参画について＞ 

（問 20）災害時に性別の違いに配慮した対応が必要だと思うもの 

・男女別トイレ・更衣室、防犯対策を備えた「避難所の設備」を必要とする回答割合が高かった。 

・男女の意識差がみられたのは、生理用品など「女性に対する備えやニーズの把握、支給する際

の配慮」で、女性のニーズが高くなっている。 
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＜男女共同参画に関する施策について＞ 

（問 21）言葉の認知度について 

・認知度が高いのは、「男女雇用機会均等法」「ジェンダー」「男女共同参画社会」「育児・介護休

業法」で、言葉への認知度が８割を超えている。 

・認知度が低いのは「女性支援新法」「女子差別撤廃条約」「射水市男女共同参画基本計画」「ポ

ジティブ・アクション」で、「まったく知らない」との回答が半数を超えている。 

 

（問 22）女性の意見が政治や行政にどの程度反映されているか 

・『反映されていない』とする人が半数以上を占めている。女性の方が『反映されていない』と

回答する割合が多い。 

・反映されていない理由には、「男性の認識、理解が足りないから」「女性議員が少ないから」

「行政機関の上層部に女性が少ないから」との回答が４割を超えている。 

・経年的には上記３つを理由とする回答が増加傾向となっている。 

 

（問 23）男女共同参画を推進するために、今後、行政が力を入れるべきこと 

・「育児、介護に関するサービスを充実させる」、「女性の就業、社会参加を支援する施設やサー

ビスの充実」、「女性の再就職の支援」が多く挙げられている。 
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３ 調査票 
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